
税の申告 問い合わせ　課税課緯運９１１３

■市・県民税の申告は３月１7日㈪まで

※吉和支所・宮島支所での申告は予約制のため、各支所へ
事前に連絡してください（予約開始は２月３日㈪８時３０分~）

※佐伯支所は駐車場に限りがあるため、乗り合わせや公共
交通機関を利用するなど、協力をお願いします

市・県民税の申告会場
※土・日曜日、祝・休日を除く

　子育て世帯（１９歳未満の扶養親族を有する世帯）または若者夫婦世帯（夫婦のいずれかが4０歳未満の世帯）が
認定住宅などを新築、認定住宅などで建築後使用されたことのないものを取得、または買取再販認定住宅などの
取得をして、令和６年中に居住した場合、住宅借入金など、年末残高の限度額が次のとおり拡充されます。

■令和7年度の市・県民税の主な改正点

会　場 相談日 時　間

本庁
【市・県民税の申告】�
２月３日㈪~３月１７日㈪
【確定申告の相談】

２月１７日㈪~３月１７日㈪ ８：３０~１７：００
※１２：００~１３：００

を除く佐伯支所 ２月１７日㈪~３月１７日㈪
（水曜日を除く）

大野支所 ２月１７日㈪~３月１７日㈪
（木曜日を除く）

吉和支所
予約制 緯猿２１１３

２月１９日㈬、 ２月２６日㈬
３月５日㈬、 ３月１２日㈬ ８：３０~１６：００

※１２：００~１３：００
を除く宮島支所

予約制 緯瑛２００１
２月２０日㈭、 ２月２７日㈭
３月６日㈭、 ３月１３日㈭

昨年中に収入はありましたか？
（遺族・障害年金などを除く）

公的年金の受給者ですか？

収入は公的年金のみですか？

令和６年１２月３１日現在の年齢が、
●６５歳以上で、昨年中の年金収入が
　１５１万５千円以下ですか？
●６５歳未満で、昨年中の年金収入が
　１０１万５千円以下ですか？

収入がない場合や非課税収入（※１）のみの場合も、市・県民税の申告が
必要です。昨年中の生活状況と収入がない旨を申告書に記入して提出
してください。

給与所得者ですか?

昨年中に、２カ所以上から給与を受けた、
または中途退職などで年末調整をしていない

源泉徴収票に記載されていない控除の追加、または訂正がありますか？
（例）医療費、生命保険料などの控除の追加、扶養人数の追加・訂正など
※扶養控除、障害者控除、ひとり親・寡婦控除は源泉徴収票に記載がない場合、控除

の適用を受けるには毎年申告が必要です
※家族の年金から天引きされている保険料などは、控除の対象になりません
※公的年金収入が4００万円以下で、確定申告不要制度に該当する場合でも、市・県民

税で控除を申告しないと市・県民税が高くなる場合があります

昨年中に次の所得が
ありましたか？
【自営、大工、左官、外交
員などによる所得、個人
年金、生命保険の一時金、
地代・家賃など】

市・県民税の申告が必要です（※2）

市・県民税の申告は不要です

▼はい

▼はい

▼はい

▼はい

令和７年１月１日現在、廿日市市に住所があり
ましたか？

１月１日現在、住民登録されている市町村に問い合わせてください。
※確定申告の場合は、申告時の住所地を管轄する税務署へ

▼はい

▼はい

▼

はい

▼はい

いいえ

▼はい

いいえ

いいえ

■市・県民税の申告が必要かどうか迷ったときは…

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

※１　遺族・障害年金などは非課税収入です ※２　所得税の確定申告を行う人は市・県民税の申告は不要です

※認定住宅とは長期優良住宅および低炭素住宅のことをいいます
※�令和６年１月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、「住宅借入金特別控除」の適用
を受けることができません

種類
借入限度額

控除期間 床面積要件子育て・若者夫婦
世帯

それ以外

新築住宅または
買取再販住宅

認定住宅 ５千万円 4千５００万円

１３年間

５０㎡
※�新築住宅に限り、令和６
年１２月までに建築確認を
行った場合、4０㎡（所得
要件１,０００万円以上）

ZEH水準省エネ住宅 ４千５００万円 ３千５００万円

省エネ基準適合住宅 ４千万円 ３千万円

その他の住宅 なし ―

既存住宅

認定住宅

３千万円
１０年間 ５０㎡

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

その他の住宅 ２千万円

申告に必要なもの

①�所得金額を証明する書類（源泉徴収票、収支内訳書
など）

②社会保険料の領収書、生命保険料・個人年金保険
料・地震保険料・長期損害保険料の控除証明書など
③�医療費控除および医療費控除の特例（セルフメディ
ケーション）を受ける人は、医療費の領収書や医療
保険者が発行する医療費通知など（必ず病院ごと、
個人ごとにまとめて、集計しておいてください）

※�領収書の添付は不要ですが、５年間は保管してくだ
さい

④�申告者と扶養親族のマイナンバーが確認できる書類
（マイナンバーカード、通知カードなど）

　令和７年度の市・県民税は、３月１７日㈪までに申告してください。
　※申告書類は、できるだけ郵送で提出してください

①子育て世帯などに対する住宅借入金特別控除の拡充

　令和７年度の個人住民税に関して、一部の対象者に限り、税額控除後の所得割額から１万円（対象者の所得割額
を限度とする）の特別税額控除（定額減税）が実施されます。

対　象
①��納税義務者本人の合計所得金額が１,０００万円を超え１,８０５万円以下で所得割が課税される人
②�国外居住者でない同一生計配偶者（※）がいる

※�同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が4８万円以下の配偶者です。判
定は令和６年１２月３１日の現況によります

②個人住民税の特別税額控除（定額減税）
スタート

　所得税および消費税の確定申告相談、
各種税務相談ができます。

と　き　２月２１日㈮９時～１６時
ところ　市役所２階２０１会議室問い合わせ　中国税理士会廿日市支部

緯０８２（２4７）７4３９

税理士記念日
無料税務相談会を

実施します
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